
東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会の組織 H20.４.24現在

全都会長会
（各単位ＰＴＡ会長137名）　　　　　　

総 会
（各単位ＰＴＡ会長137名）　　　　　　
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（６地区、
島嶼地区） 東京都公立高等学校

ＰＴＡ連合会【単位PTA】
・子供が育つ環境の整備・家庭
/学校/地域との連携・保護者

の啓蒙など

【地区P連】
・情報交換・単P支援・支援
センターとの対応・地区校
長会との連携・親睦など

【都高P連】
・都高P全体の基本方針の策定・企画/調整・地区P支援・教育庁等との対応・全高P連との対応など

地区長会
地区長：7名

常置委員会
（理事13~19名）

（２~３名 /西・中・東部地区、

1名（地区長を兼 務）/島嶼地区）

運 営 委 員 会
（構成員：役員/地区長 /理事）　　　　　　　

役 員 会
会長：1名 （全体選挙）

副会長：6名（地区選挙）
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選挙管理委員会

最高決議機関 ：
審議事項：年度計画・予算・会則の改廃・など
報告・承認事項：前年度活動･決算報告、選挙管
理委員会報告 、理事・評議・監事報告など

連絡協調・情報交換など

都高Ｐ連の運営全般・事務
などについて協議決定する

都高Ｐ連運営の基本方針や運営委員会・評
議員会付議事項 の検討、関係諸団体への
派遣報告・情報等に基づく処理方針 の検
討、運営委員会 よりの委任事項の検討

活動推進事項 の執行、運
営委員会への提案･報告、
地区大会 の実施と報告

事業活動全般 の方向性、決
定・執行過程評価 、役員・理事
の執務状況を評価し運営委員
会・総会に提言・報告する


